
奈
良
県
告
示
第
百
四
号

平
成
二
十
四
年
二
月
奈
良
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号
（
り
ん
含
有
量
に
係
る
総
量
規
制
基
準
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

三
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｌ
Ｃ

・
Ｑ

×

三

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二

＝

p
p

p
－

３

十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
改
正
政

10

令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場

と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
（
次
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）

p
pi

pi

四

平
成
二
十
四
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指
定
地
域
内

＝
（

Ｌ
Ｃ

・
Ｑ

Ｃ
・

Ｑ
×

事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、
平
成
二
十
四
年

＋

）

po
po

－
３

五
月
二
十
五
日
以
後
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

10

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
防
止
法
第
五
条

第
一
項
若
し
く
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
特
定

施
設
が
設
置
さ
れ
、
又
は
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
が
さ
れ

た
も
の
及
び
平
成
二
十
四
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
同
日
以

後
新
た
に
指
定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場

三
の
備
考
の

中
「
平
成
十
四
年
十
月
一
日
」
の
下
に
「
（
四
の
項
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
四
年

piＱ

五
月
二
十
五
日
）
」
を
加
え
る
。

四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

施
行
期
日

１

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

三
の
表
三
の
項
及
び
四
の
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
改
正
政
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
指

定
地
域
内
事
業
場
と
な
っ
た
工
場
又
は
事
業
場
の
う
ち
、
防
止
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
六
月
間
猶
予
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月



二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。
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